
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１ 助成要件（抜粋） 

 中小企業向け 小規模事業者向け 

対象の 

展示商談会 

令和５年 10 月１日から令和６年２月 29 日までに出展する展示会、見本市等

（オンラインを活用して実施する展示会等を含む） 

対象者 
県内中小企業者 

（製造業又はソフトウェア業） 

県内小規模事業者 

（製造業又はソフトウェア業） 

対象経費 
国内：出展料、海外：出展料及びその他対象経費、 

オンライン：出展料及びオプション費用 

助成率 
国内：１／３以内、海外：１／２以内、 

オンライン１／３以内 

２／３以内 

（国内、海外、オンライン共通） 

上限額 国内：20 万円、海外：75 万円、オンライン：20 万円 

＊同一年度における助成金の交付は、中小企業海外販路開拓助成金を含め、１申請者につき 

１回限りとします。 

＊次の出展、事業は、助成の対象外です。 

・過去５年間に販路開拓助成金の交付を受けた事業者の同一の展示会等への出展 

・国、自治体等を問わず他の補助・助成を受ける事業 

＊対象者は書類審査により決定します。審査結果により不採択あるいは交付額を減額する場合

があります。 

２ 申請方法 

事業計画書等を県産業振興機構宛て郵送又は持参により提出してください。 

【申請期間】令和５年８月 21 日（月）～ ９月 15 日（金）17 時（必着） 

【提 出 先】〒380-0928 長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター３階 

      公益財団法人長野県産業振興機構 経営支援本部 マーケティング支援部 

※申請書類は県産業振興機構のウェブサイトからダウンロードいただけます。 

中小企業向け   https://www.nice-o.or.jp/info/info-42417/ 

小規模事業者向け https://www.nice-o.or.jp/info/info-42427/ 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和５年（2023 年）８月 21 日 

 中小企業・小規模事業者の展示会等への出展を支援 

販路開拓助成金(下期分)の申請を受付けます 

長野県及び(公財)長野県産業振興機構では、県内の中小企業・小規模事業者の海外・国内

マーケットにおける新市場開拓や販路拡大を支援するため、オンラインを含めた展示会等に

出展する際の費用の一部を助成する「販路開拓助成金」（下期分）の申請を受け付けます。 

（問合せ先） 
担 当  産業労働部 経営・創業支援課 
中小企業支援係 土岐、武井 
電 話  026-235-7195 内線 2959 
E-mail  keieishien@pref.nagano.lg.jp 

（問合せ先） 
担 当  公益財団法人長野県産業振興機構 
経営支援本部  
マーケティング支援部  小林、五味 
電 話  026-227-5013（直通） 
E-mail  matching@nice-o.or.jp 


